
生駒市条例第１５号 

 生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  令和５年６月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年２月生駒市条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

第３条中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という｡)

」を「法」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加え

る。 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という｡)第７条た

だし書及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第８条の２の

規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例の廃止） 

２ 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市条例第

１６号）は、廃止する。 


